
帰省者に対する事前ＰＣＲ検査の受検支援について

新型コロナウイルス感染症について、大阪府などの近隣府県において「緊急事態宣言」

の期間が６月２０日（日）まで延長され、本県へ感染力の非常に強い「インド変異株」な

どのウイルスの浸潤が懸念されることから、やむを得ない事情で本県への帰省を予定して

いる県外在住者に対し、事前のＰＣＲ検査受検を強力に促すため、

「無償」で検査を受けられる事業を実施する。

１ 支援対象

就職、進学、単身赴任等により県外に居住する者が、やむを得ない事情により、

令和３年６月１０日（木）から６月２０日（日）までに帰省（徳島県内に到着）する

場合。

※ 観光やビジネス目的での来県者は除く。

２ 申込受付期間

令和３年６月１日（火）から６月１１日（金）まで

※ 申込みから検査結果判明までに日数を要するため、帰省予定日から逆算して

「９日前まで」の申し込みが条件。

３ 申込方法

特設サイトからオンラインで申し込み。

※ コールセンターを設置。ネット環境が使えない方はＦＡＸでの受付も可能。

４ 事業概要

（１）ＰＣＲ検査は県外の民間検査機関に委託。

（２）窓口業務等は県内の民間事業者に委託。

（３）費用は県が全額負担（受検者の負担なし）

（４）帰省までの流れ

①申込み→②検査機関から本人に検査キット送付→③本人が検体を検査機関に返送

→④検査→⑤本人に検査結果報告→⑥結果が陰性であれば帰省
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